
 

迅速で円滑な被災者支援に向けた防災DXの推進のための調査業務 

委託仕様書 

 

 

1. 件名 

迅速で円滑な被災者支援に向けた防災DXの推進のための調査業務 

 

2. 契約期間 

契約締結日から令和９年3月31日まで 

 

3. 背景と目的 

令和６年能登半島地震においては、在宅避難者への支援をはじめ、避難者支援の在り方が

多様化するなど、様々な課題が顕在化し、柔軟かつ的確な対応を迫られる状況となった。 

本市においても、少子高齢化や人口減少の進展に伴い、職員数の減少や地域防災の担い手

不足が進む中、被災者一人ひとりの状況に応じた、よりきめ細やかな対応が求められている。    

また、防災ＤＸの観点からは、国においては「新総合防災情報システム」「新物資システム」「ク

ラウド型被災者支援システム」等が整備されており、兵庫県においては総合情報システムであ

る「フェニックス防災システム」が運用されている。 

本市では、上記のような状況や被災者支援の在り方について様々な検討が進む中で、支援

施策全体の整理や課題の洗い出しを踏まえての防災ＤＸが必要となっている。 

さらに、災害情報の集約・共有を目的とした「危機管理システム」や、罹災証明書の発行を行

う「被災者生活再建支援システム」についても、上記の国・県のシステムとの役割分担や連携の

在り方が課題となっている。 

このため、限られた職員体制の中においても、的確かつ迅速な災害対応を可能とし、防災Ｄ

Ｘを取り入れた被災者支援の一層の高度化を図ることを目的として、「迅速で円滑な被災者支

援に向けた防災ＤＸの推進のための調査」を実施する。 

 

4. 業務内容 

「初動期（発災当日）から応急期（３日目まで）」を中心※1※2 に、本市における災害対応・被

災者支援業務の現状の整理・課題の洗い出しを行い、国の動向調査・他都市の先行事例調査を

踏まえ、今後の被災者支援の最適なあり方について精査・検討を行う。 

※1 「初動期（発災当日）から応急期（３日目まで）」の対応は「復旧・復興期」につながるもので

あることを踏まえて検討をすること。 

 

 

 



 

※2 「初動期（発災当日）から応急期（３日目まで）」の業務範囲ついては下図を参照のこと。 

【避難所運営における初動期から応急期の業務範囲の例（赤枠内）】 

 

【出典】内閣府（防災担当）：避難所運営ガイドライン P12「災害フェーズにおける避難所運

営業務の流れ」の図 

URL：https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/1604hinanjo_guideline.pdf 

 

その他、災害対応として、神戸市災害対策本部における情報収集等も業務範囲となるた

め、留意すること。 

 

4.1 本市の災害対応・被災者支援業務の現状整理および課題の洗い出し 

迅速で円滑な被災者支援を行うために、本市の災害対応・被災者支援業務の現状の整理を

行い、課題の洗い出しを行うこと。具体的には下記のとおり。 

① 本市関係各所への照会およびヒアリングの支援 

照会・ヒアリングのための資料等の作成を行うこと。なお、ヒアリングは本市職員が行う

ことを想定しているが、必要に応じ同席すること。 

なお、関係各所は危機管理局・企画調整局・福祉局・健康局等を想定している。 

② 国・県等の取り組みに関する調査 

③ 本市の現状分析および課題整理 

支援内容一覧、相関図、業務フロー等の作成を行うこと。 

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/1604hinanjo_guideline.pdf


 

④ あるべき姿および防災DX計画の策定 

・対応フェーズごとに防災DXの検討を行うこと。 

・「今すぐ本市が取り組むべきもの」「すぐには対応を行わないもの」「制度動向や技術成

熟を踏まえ将来的に検討するもの」に整理する判断軸を設け、計画を作成すること。 

・国・県等の役割と考えられるものは提言として整理すること。 

・「平時・復旧・復興期」における防災DXについては令和９年度以降の検討を予定してい

るが、提案可能な内容があれば計画に含めること。 

4.2避難者受付の支援 

本市では、避難所受付について、避難所ごとに手書きやExcel手入力等により避難所情報

をアナログ管理しているため運用が非効率であり、在宅・車中避難者への情報提供や支援物資

の迅速な提供等が求められている。また、本市においては神戸市災害対策本部と避難所のネ

ットワーク環境が異なるといった課題もある。 

昨今、マイナンバーカードや２次元コード等を利用するなどの受付システムが開発されてい

るほか、ノーコードツールの利用も選択肢となる。それぞれの受付手法を調査のうえ、神戸市

情報セキュリティポリシーや費用対効果を踏まえた比較をし、最適な手法を検討し、概算費用

の算出や仕様書等の作成を支援すること。なお、概算費用の算出は令和８年9月頃までを想定

している。 

4.3被災者情報の集約にかかる整理 

被災者一人ひとりに応じた行政サービス提供のためには被災者情報の集約（被災者データ

ベース）が必要とされる。4.1の検討と並行して、被災者データベースに必要とされる項目につ

いて整理をすること。 

なお、被災者データベースの在り方については本市職員が検討するものとするが、国の取り

組み等に関する情報収集や技術的助言について支援を行うこと。 

4.4定例会議・報告会 

月１～２回程度の定例会議及び年２回程度の報告会を実施し、議事録を作成すること。初回

以降はWEB形式での実施も可とする。 

4.5 プロジェクト管理 

プロジェクト全体の進捗管理、課題管理、品質管理等を行うこと。 

4.6本業務の想定スケジュール 

 令和８年 令和９年 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月 ３月 

4.1本市の災害対応・被災者支

援業務の課題の洗い出し 

         

4.2避難者受付のDX支援          

4.3被災者情報の集約にかか

る整理 

         

 

 

 

▼予算編成 ▼報告会 報告会▼ 



 

5. 実施体制 

 本業務に従事する者は２名以上とし、これらの者のうちからプロジェクトリーダーとして１名

を選任すること。提案書には具体的な工数等を記載すること。 

 

6. 成果物 

6.1 成果物 

 以下の成果物を作成・提出し、本市の検収を受けること。 

6.2納品形態及び部数 

いずれも電子で1部納入することとし、提出時には納品書（任意様式）を合わせて提出するも

のとする。 

また、ファイル形式は「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Office２０１６Professional」で編集できる形式とし、

成果品作成完了時点で最新のウイルスに対応したウイルス対策ソフトによりチェックを行い、使

用したウイルス対策ソフト、チェックを実施した日付を明示した上で納品すること。 

6.3納入場所 

神戸市危機管理局危機対策課 

6.4検収の完了 

本市による成果物の承認をもって検収の完了とする。 

 成果物 内容 

1 

 

業務実施体制図 プロジェクトリーダーや各メンバーの役割等を明記したもの。契

約締結後1週間以内に提出すること。 

2 プロジェクト計画書  

 

作業構成、スケジュールなど、プロジェクト全体の実施計画を示

したもの。契約締結後2週間以内に提出すること。  

3 進捗報告書 プロジェクトの進捗状況 

4 課題管理表 課題をまとめたもの 

5 各業務の成果物 

 

※詳細は本市と協議

のうえ決定する 

成果物として想定されるもの 

4.1災害対応・被災者支援業務の課題の洗い出し 

・現状課題をまとめたもの 

・支援内容一覧、相関図、業務フロー、ロードマップなど 

4.2避難者受付のDX 

・仕様書 など 

4.3被災者情報の集約にかかる整理 

・項目一覧 

6 報告書 ・定例会議事録 

・報告書 



 

7. 特記事項 

7.1 再委託 

本業務については、原則として再委託を認めない。ただし、特定の業務についてのみ、やむ

を得ず再委託が必要となる場合は、提案書に再委託を行う業務の内容及び委託予定先を記載

し、本市の承認を求めること。なお、その場合においても、再々委託は認めない。 

7.2 情報の管理 

本市から提供する資料等については、情報漏洩を防止するための適切な措置を講ずるこ

と。受託者は、本業務を遂行するにあたって知り得た情報を、本市の書面による承諾を得るこ

となくその目的外に使用し、又は第三者に提供し、若しくは利用させてはならない。また、受託

者は本業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。本業務完了後においても

同様とする。 

7.3 セキュリティポリシー等 

業務の遂行にあたっては、本市の「神戸市情報セキュリティポリシー」及び「情報セキュリティ

遵守特記事項」を遵守すること。 

URL：https://www.city.kobe.lg.jp/a06814/shise/jore/youkou/0400/policy.html 

7.4関係法令等の遵守 

関係する法律等に基づいて適正に業務を遂行すること。 

7.5 委託作業への疑義 

委託作業において指示内容に関して疑義が生じた場合は、必ず本市と協議の上、承認を得

ること。また、本仕様書に記載されていない業務等については、必要に応じて別途協議の上、

決定する。 

 

https://www.city.kobe.lg.jp/a06814/shise/jore/youkou/0400/policy.html

